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【西川都市計画課長】  本日は、ご多忙中のところ小金井市都市計画審議会

にご出席いただきましてありがとうございます。 

開会に先立ちまして、委員の出席状況についてご報告申し上げます。審議会

委員１９名中１４名のご出席をいただいております。小金井市都市計画審議会

条例第７条第２項の規定により、半数以上の出席を得ていますので、会議は成

立していることをご報告申し上げます。 

 また、坂口委員、島崎委員、岡田委員は本日ご都合により欠席されるという

ご連絡をいただいてございます。 

 申し遅れましたが、私は事務局を担当しております都市計画課長の西川です。

よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、本日の資料について確認させていただきます。 

 本日皆様の席に配付しております資料は、「平成３０年度第１回小金井市都市

計画審議会次第」、「都市計画審議会委員名簿」と事前に配付しております資料、

「小金井都市計画生産緑地地区の変更について（付議）」でございます。また、

差替え用の資料といたしまして、ふせんの付いたＡ４用紙１枚がございます。 

 資料の不足等ございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。

よろしいでしょうか。 

 差替え資料についてでございますが、事前に配付しておりました資料の中で

「小金井都市計画生産緑地地区の変更について」の中の右上に参考資料１と記

載された資料がございます。ご覧いただきたいと思います。ここの５ページ目

の告示日の欄に、４行目、「平成２９年度予定」とございましたが、正しくは「平

成３０年１月１６日」でございました。ということで差替えの資料をお渡しし

てございます。大変申し訳ございません。よろしくお願いしたいと思います。 

 また、学識経験を有する委員及び市議会議員の皆様につきましては、「給与取

得の源泉徴収票」を席に配付しております。こちらにつきましては、審議会終

了後にご説明させていただければと考えてございます。 

 それでは、初めに、市長の西岡よりご挨拶申し上げます。 

【西岡市長】  皆様、おはようございます。小金井市長の西岡でございます。 

 小金井市都市計画審議会委員の皆様方におかれましては、日頃より小金井市

の都市計画行政にご理解、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 
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 小金井市都市計画審議会では、各分野の専門家の皆様に、そして、小金井市

議会議員の皆様に、都市計画に関する様々な事項をご審議いただいているもの

でございます。 

 本日は、小金井市都市計画生産緑地地区の変更について、ご審議いただく予

定でございます。案件の内容につきましては、これから担当より説明いたしま

すので、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 今後とも、小金井市の都市計画行政にご理解、ご協力を賜りますようお願い

申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げま

す。 

【西川都市計画課長】  ありがとうございました。 

 それでは、次第に沿って説明させていただきます。ここからは着座にて進行

させていただきます。よろしくお願いします。 

 次第の「２ 委員紹介」でございます。 

 平成２９年１１月３０日に開催した前回の都市計画審議会以降、学識経験の

ある委員の一部改選がございまして、新たに審議会委員にご就任いただいた方

がおられますので、改めて委員全員をご紹介させていただきます。 

 委員のご紹介につきましては、現在お座りいただいている窓側から順次ご紹

介させていただきます。 

 まず最初に、髙橋委員でございます。農業委員会会長をされております。平

成２９年７月２０日から引き続き委員にご就任いただいております。本日はま

だお見えになっていない状況でございます。 

 村山委員でございます。市議会議員をされており、平成２９年４月１９日か

ら引き続き委員にご就任いただいております。 

【村山委員】  村山です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  沖浦委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【沖浦委員】  どうぞよろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  村尾委員でございます。東京都市大学客員教授、東

京地下鉄株式会社で役員をされてございまして、平成２６年１０月１日から引

き続き委員にご就任いただいております。 
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【村尾委員】  よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  鈴木委員でございます。東京都多摩建築指導事務所

建築指導第二課長でございまして、平成２９年５月１６日から引き続き委員に

ご就任いただいております。 

【鈴木委員】  鈴木です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  湯沢委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【湯沢委員】  湯沢です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  杉山委員でございます。東京むさし農業協同組合理

事をされており、前任の鈴木博委員の任期満了に伴い、平成３０年１０月１日

から新しく委員にご就任いただいております。 

【杉山委員】  杉山です。このたび都市計画審議会は初めてです。よろしく

お願いいたします。 

【西川都市計画課長】  宇於﨑委員でございます。日本大学で都市計画をご

専門とされており、平成２８年１０月１日から引き続き委員にご就任いただい

ております。 

【宇於﨑委員】  宇於﨑です。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  河野委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【河野委員】  河野でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  渡辺委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【渡辺委員】  渡辺ふき子でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  小林委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【小林委員】  小林です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  坂口委員でございます。東京都北多摩南部建設事務

所長でございまして、平成２９年４月１日から引き続き委員にご就任いただい

ております。本日は欠席でございます。 

 斎藤委員でございます。市議会議員をされており、平成２９年４月１９日か
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ら引き続き委員にご就任いただいております。本日はまだお見えになってござ

いません。 

 島崎委員でございます。小金井市商工会理事をされており、平成２６年１０

月１日から引き続き委員にご就任いただいております。本日は欠席でございま

す。 

 岡田委員でございます。小金井警察署長でございまして、平成２９年２月１

３日から引き続き委員にご就任いただいております。本日は欠席でございます。 

 宇嶋委員でございます。商工会員で東京都宅地建物取引業協会武蔵野中央支

部の小金井地区長をされており、前任の高橋委員の任期満了に伴い、平成３０

年１０月１日から新しく委員にご就任いただいております。 

【宇嶋委員】  宇嶋でございます。よろしくお願いします。 

【西川都市計画課長】  田頭委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【田頭委員】  田頭でございます。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  板倉委員でございます。市議会議員をされており、

平成２９年４月１９日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【板倉委員】  板倉真也です。ふつつか者ですが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

【西川都市計画課長】  今枝委員でございます。小金井消防署長でございま

して、平成２９年４月１日から引き続き委員にご就任いただいております。 

【今枝委員】  今枝です。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  以上で委員のご紹介を終わらせていただきます。 

 なお、皆様の席次につきましては後ほどお諮りいたしますので、ただいまの

席は仮の席として議席番号順にご着席いただいていることをご承認ください。 

 続きまして、市理事者、事務局を紹介させていただきます。 

 市長の西岡でございます。 

【西岡市長】  よろしくお願い申し上げます。 

【西川都市計画課長】  副市長の小泉でございます。 

【小泉副市長】  よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  都市整備部長の東山でございます。 
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【東山都市整備部長】  よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  環境政策課長の平野でございます。 

【平野環境政策課長】  よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  農業委員会事務局長の高橋でございます。 

【高橋農業委員会事務局長】  はい。よろしくお願いいたします。 

【西川都市計画課長】  そのほか事務局員でございます。 

 最後に、私、都市計画課長の西川でございます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、次第の「３ 会長選出」でございます。 

 本日は学識経験者委員の改選後初めての審議会のため、会長は不在となって

おります。会長選出までの議事につきまして座長に進行していただくことにな

りますが、座長につきましては、慣例により学識経験者委員の中で最年長と思

われる委員の方にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり）  

【西川都市計画課長】  異議なしとのことでございますので、僭越ではござ

いますが、ご指名させていただきたいと思います。 

 村尾委員が最年長かと思われますので、座長をお願いいたします。 

 それでは、座長席へお願いいたします。 

【村尾座長】  ご指名いただきまして、しばらくの間座長を務めさせていた

だきます。 

 議題は会長の選出についてであります。会長の選出について事務局より説明

をいただければと思います。  

【西川都市計画課長】  会長の選出につきましては、小金井市都市計画審議

会条例第５条第１項の規定により、「会長は、第３条第１項１号の委員」、これ

は学識経験のある者ということでございます。「その中から委員の選挙により定

める」となってございます。つまり、学識経験者委員６人の中から選挙により

選出していただきます。  

【村尾座長】  会長の選出は学識経験者委員の中から選挙で行うということ

でございますが、いかがいたしましょうか。  

 選挙の方法について事務局より提案等があれば、お願いいたします。  

【西川都市計画課長】  選挙の方法につきましては、指名推薦、もしくは別



6 
 

室で学識経験者委員６名により会長選出がございますが、これまでは指名推薦

で選出いただいております。  

【村尾座長】  選挙の方法について事務局から２つの方法がご提案、説明が

ありました。例年に従いまして指名推薦でいかがでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【村尾座長】  異議なしということでございますので、指名推薦で行いたい

と思います。  

 それでは、どなたか推薦をお願いします。  

【杉山委員】  前任期に引き続き、都市計画を専門とされている宇於﨑委員

が適任ではないかと思いますので、推薦します。  

【村尾座長】  ただいま会長に宇於﨑委員が推薦されましたが、いかがでし

ょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【村尾座長】  異議なしとのことでございますので、宇於﨑委員を会長に選

出させていただきます。  

 それでは、会長が決まりましたので、座長の任を終了させていただきます。

委員の皆様におかれましては、ご協力ありがとうございました。  

【西川都市計画課長】  村尾委員、ありがとうございました。  

 会長が選出されましたので、宇於﨑委員は会長席へお願いいたします。  

それでは、お手元に差し上げております次第に沿いまして進行させていただ

きます。  

 続きまして、「４ 案件付議」でございます。  

 本日ご審議いただきます案件、付議１件を市長の西岡から読み上げさせてい

ただきます。  

【西岡市長】  小金井市都市計画審議会会長、宇於﨑勝也様。  

 小金井市都市計画審議会条例第１条の規定により、次の事項について審議会

に付議いたします。  

 小金井都市計画生産緑地地区の変更について（付議）。  

 以上、ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

【西川都市計画課長】  付議が終了いたしましたので、ここからは宇於﨑会
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長に審議会の進行をお願いいたします。  

【宇於﨑会長】  宇於﨑です。ご指名により今期も会長を務めさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、ただいまから平成３０年度第１回小金井市都市計画審議会の議事

を進めてまいりたいと思います。  

 それでは、議題に先立ちまして、先ほど事務局から委員の皆様の席次につい

て仮の席であるというご説明がありましたが、現在は議席番号順でご着席いた

だいていますが、これについてまずお諮りしたいと思います。現在の議席番号

順の席次ということでよろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声あり）  

【宇於﨑会長】  異議なしという言葉をいただきましたので、現在の席で進

めさせていただきます。  

 席次表があるみたいですので、お配りいたします。  

 それでは、お手元に差し上げてございます次第に従いまして進行をさせてい

ただきます。  

 先ほど市長から付議をいただきましたけれども、今回は小金井市都市計画生

産緑地地区の変更について（付議）ということでございます。早速ですが、案

件について事務局に説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。  

【東山都市整備部長】  それでは、小金井都市計画生産緑地地区の変更につ

いて、パワーポイントによって説明させていただきます。  

 今回の変更は、生産緑地地区の追加及び削除でございます。  

 案件の説明に先立ちまして、生産緑地制度の概要とともに昨年改正されまし

た生産緑地法の変更内容を説明させていただきます。その後、個別箇所の説明

を行います。 

 まず、生産緑地地区制度についてでございます。 

 これまでの市街化区域内の農地等は２つの性格を有しておりました。まず１

つ目は、住宅・宅地供給促進のための素地としての性格、２つ目は、良好な都

市環境の形成や生鮮野菜の供給等としての貴重な緑地、オープンスペースとし

ての性格でございます。こうした基本的な考え方から、平成３年に生産緑地法
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が一部改正され、総合的な住宅地供給施策として、農地等所有者は、「保全すべ

き農地等」または「宅地化する農地等」の選択を行いました。 

 「保全する農地等」につきましては、計画的に保全し、良好な都市環境の形

成を図るために、市が「生産緑地地区」として指定することにより３０年間に

わたり保全が図られるものでございます。つまり、農地は「宅地化すべきもの」

としての前提があり、その中で保全すべきものを指定するという位置付けであ

りました。 

 ここで、平成２９年６月の生産緑地法の改正についてご説明させていただき

ます。 

 まず、背景として、近年の食の安全への意識の高まりや防災意識の向上など、

都市農地を取り巻く環境の変化を受け、良好な都市環境形成のためには、都市

農業の安定的な継続と都市農業の有する機能の適切で十分な発揮が不可欠との

理由から、平成２７年４月に都市農業振興基本法が制定され、農地の位置付け

が、これまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく

転換されました。このことから、都市農地を計画的に保全・活用するために、

都市緑地法等と合わせて生産緑地法が改正されました。 

 生産緑地法の改正内容は、大きく分けて「法令に関すること」と「都市計画

運用指針に関すること」に分けられます。 

 まず、「法令に関すること」の１点目として、面積要件が緩和され、「５００

平方メートル以上」の規定については、「３００平方メートル以上で条例で定め

る規模」に引き下げが可能となりました。市では平成２９年１２月に条例を制

定し３００平方メートルに引き下げております。 

 ２点目として、建築行為の制限の緩和がされ、これまで営農のために必要な

生産、保管施設や休憩施設などの建築物以外を建築することはできないとされ

ていたところから、「農家レストラン、直売所等の設置が可能」となりました。 

 ３点目は、保全義務として、これまでは、「指定から３０年」とあったものが、

「３０年経過した生産緑地の保全期間を１０年延長する特定生産緑地制度」が

創設されました。特定生産緑地制度ついては、現在、説明会を開催し、土地所

有者への周知を図っております。 

 また、都市計画運用指針に関することの１点目として、これまでは、農地法
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の転用届が出された土地は、「現況が農地等であっても、生産緑地地区指定する

ことが望ましくない」とされていたところから、「転用届出後の状況変化により、

現に再び農林漁業の用に供されている土地で、将来的にも営農が継続されるこ

とが確認される場合には、生産緑地地区指定することも可能である」となりま

した。つまり、再指定が可能となりました。 

 ２点目として、一団の農地の定義が緩和されております。これまでは物理的

に一体のまとまりを有している農地等の区域とされ、道路や水路等が介在され

ている場合は幅員が６メートル程度までとされていたところ、稠密
ちゅうみつ

な市街地等

においては同一または隣接する街区の複数の農地等がある場合、それらを一団

のものとみなして指定が可能となりました。 

 以上が変更内容でございます。 

 なお、下線の「３００平方メートルへの引き下げ」及び「一団の農地の緩和」

については、今回の新規追加及び一部追加の案件において１件ずつ該当案件が

ございます。 

 続きまして、生産緑地地区指定の仕組みでございます。 

 生産緑地地区の指定基準は、農地等所有者その他関係権利者全員の同意を条

件に、良好な生活環境形成に相当の効用があり、公園等の公共施設等の敷地に

供する土地として適していること、面積が３００平方メートル以上の一団の農

地等であること、現に農業等の用に供されており、その継続が可能な農地等で

あることなどが主な要件になっております。 

 生産緑地地区の指定をされますと、市街化区域内農地等として土地利用が都

市計画上明確化されます。さらに、建築物等の新築、増築、宅地造成等の土地

利用が大きく制限されます。また、税制上の優遇措置が受けられ、固定資産税

及び都市計画税が農地課税になります。 

 次に、買取り申出制度についてでございます。 

 生産緑地地区の指定を解除できる条件としては、生産緑地地区に指定されて

３０年経過したとき、または、農業等の主たる従事者の死亡により、農業等の

継続が不可能となったときなどであり、市長に対して生産緑地を時価で買い取

るように申し出ることになっております。市長は買取り申出を受けた後、１か

月以内にその生産緑地を買い取るか買い取らないかを所有者に通知します。買
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い取らない場合は、農業委員会を通じて他の営農者等へのあっせんに努めます。

申出の日から３か月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかっ

たときには、この時点で生産緑地法上の行為制限が解除され、宅地等としての

取り扱いができる状況となります。 

 これから説明いたします小金井都市計画生産緑地地区の変更における削除地

区につきましても、買取り申出から３か月以上経過しておりますので、生産緑

地法上の行為制限が既に解除されており、現状は建築物が建っている案件がご

ざいます。 

 次に、生産緑地の追加指定について説明させていただきます。 

 小金井市都市計画マスタープランの施策の１つとして、「生産緑地の追加指定

等による農地の確保」を掲げております。その実現の方法の１つとして、「農地

の営農行為が持つ緑地としての機能を重視し、継続的な営農が約束される農地

等を生産緑地に追加する」などのため、生産緑地の指定方針及び指定基準を定

めております。 

 追加指定の手続きは、農業委員会と連絡調整を行い、農地等の認定の意見を

得て内容を審査し、必要があるものについて都市計画審議会に諮り、都市計画

の決定をするものでございます。 

 それでは、本日の案件であります小金井都市計画生産緑地地区の変更につい

てご説明させていただきます。 

 今回の変更は１０件でございます。内訳は、市の指定方針及び指定基準に基

づき追加するものが３件、平成２９年１月１日から同年１２月３１日までの生

産緑地法第１０条に基づく買取り申出による削除が６件、生産緑地法第８条第

４項に基づく公共施設等の設置に係る行為の通知による削除が１件の合計１０

件でございます。 

 面積でございますが、現在の生産緑地地区の面積、約６２.１４ヘクタール、

２１０件を、約６０.８９ヘクタール、２０８件に変更するもので、約１.２５

ヘクタール減とするものでございます。 

 次に、変更を行う位置及び面積でございます。全１０件のうち、地区の一部

を追加するものが、番号１０７及び１２４の２件でございます。番号１２４に

ついては、先ほどご説明した、一団の農地の定義の緩和に伴い、３００メート
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ルほど離れた近隣の農地への追加となります。新規地区として追加するものが

番号２８３の１件でございます。新規地区の番号２８３については、先ほどご

説明した、市条例による下限値の引き下げに伴い、３００平方メートル以上の

ため追加することが可能となりました。続きまして、地区の一部を削除するも

のが、番号９、番号１６９、番号２０２、番号２１５の４件でございます。地

区の全部を削除するものが、番号３、番号２３、番号１５７の３件でございま

す。 

 画面は変更箇所１０カ所の位置を示した総括図でございます。番号の小さい

ほうから順にご説明させていただきます。 

 番号３です。東町一丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に基づく買

取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一団の面積

が約１,１４０平方メートルで、地区の全部を削除するものでございます。買取

り申出日は平成２９年８月３１日、制限解除日は平成２９年１２月１日でござ

います。削除地区を北西側から見た１０月末時点の現地の状況です。 

 続いて、番号９です。東町二丁目地内でございます。生産緑地法第１０条に

基づく買取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の一

団の面積が約８,７８０平方メートルで、北側の一部、約７９０平方メートルを

削除し、全体として約７,９９０平方メートルを番号９にするものでございます。

買取り申出日は平成２９年５月１９日、制限解除日は平成２９年８月１９日で

ございます。削除地区を北西側から見た１０月末時点の現地の状況です。 

 続いて、番号２３です。東町四丁目地内でございます。生産緑地法第１０条

に基づく買取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更前の

一団の面積が約３,９６０平方メートルで、地区の全部を削除するものでござい

ます。買取り申出日は平成２９年７月２１日、制限解除日は平成２９年１０月

２１日でございます。削除地区を北西側から見た１０月末時点の現地の状況で

す。 

 続いて、番号１０７です。中町一丁目地内でございます。市の指定方針及び

指定基準に基づき追加するものでございます。変更前の一団の面積が約９７０

平方メートルで、青で点滅している敷地でございます。その南側、緑色で点滅

している部分、約６７０平方メートルを追加し、全体として約１,６４０平方メ
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ートルを番号１０７にするものでございます。追加地区を北側から見た１０月

末時点の現地の状況です。緑で示した部分が追加部分でございます。 

 続いて、番号１２４です。中町二丁目地内でございます。市の指定方針及び

指定基準に基づき追加するものでございます。変更前の一団の面積が約７５０

平方メートルで、青色で点滅している敷地でございます。生産緑地法の改正に

伴う一団の農地の定義の緩和に伴い、市では同一街区または隣接街区で、面積

が１００平方メートル以上のもの、おおむね５００メートルの範囲内にあるも

ので同一地権者の農地を一団の農地としております。したがいまして、緑色で

点滅している約１３０平方メートルを追加し、全体として約８８０平方メート

ルを番号１２４にするものでございます。本件における一団の農地の離隔距離

はおおむね３００メートル程度です。追加地区を東側から見た１０月末時点の

現地の状況です。緑の点線範囲が追加部分です。沿道の植栽があるため、内部

は次の写真になります。こちらが内部の様子です。緑で示した部分が追加部分

でございます。 

 続いて、番号１５７です。前原町五丁目地内でございます。生産緑地法第１

０条に基づく買取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変更

前の一団の面積が約４,５４０平方メートルで、地区の全部を削除するものでご

ざいます。買取り申出日は平成２９年３月２４日、制限解除日は平成２９年６

月２４日でございます。削除地区を北側から見た１１月時点の現地の状況です。 

 続いて、番号１６９です。本町三丁目地内でございます。生産緑地法第８条

第４項に基づく公共施設等の設置の通知に伴う行為制限の解除によるものでご

ざいます。「公共施設等」の定義については、公園、学校、病院等の施設であり、

本件は保育所の設置に伴うものであります。変更前の一団の面積が約２,１９０

平方メートルで、北の一部、約１,１１０平方メートルを削除し、全体として約

１,０８０平方メートルを番号１６９にするものでございます。公共施設等の設

置の通知日は平成２９年１月３０日でございます。削除地区を北西側から見た

１０月末時点の現地の状況です。 

 続いて、番号２０２です。貫井北町三丁目地内でございます。生産緑地法第

１０条に基づく買取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変

更前の一団の面積が約１４,７６０平方メートルで、北東の一部、約１,４４０
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平方メートルを削除し、全体として約１３,３２０平方メートルを番号２０２に

するものでございます。買取り申出日は平成２９年７月１８日、制限解除日は

平成２９年１０月１８日でございます。削除地区を北側から見た１０月末時点

の現地の状況です。 

 続いて、番号２１５です。貫井北町五丁目地内でございます。生産緑地法第

１０条に基づく買取り申出に伴う行為制限の解除によるものでございます。変

更前の一団の面積が約２３,１７０平方メートルで、北側の一部、約７６０平方

メートルを削除し、全体として約２２,４１０平方メートルを番号２１５にする

ものでございます。買取り申出日は平成２９年４月７日、制限解除日は平成２

９年７月７日でございます。削除地区を北側から見た１０月末時点の現地の状

況です。 

 続いて、番号２８３です。梶野町一丁目地内でございます。市の指定方針及

び指定基準に基づき新規に追加するものでございます。緑色で点滅している部

分でございます。新規に４２０平方メートルを追加し、番号２８３にするもの

でございます。５００平方メートル未満ですが、先ほどご説明したとおり、市

条例による下限値の引き下げに伴い、３００平方メートル以上のため追加する

ものでございます。追加地区を北側から見た１１月時点の現地の状況です。緑

で示した部分が追加部分でございます。同じく北側からの写真です。農地自体

は接道しておりませんが、指定基準細則の追加指定要件に、「接道に至るまでの

２メートル以上の幅員の通路等を有し道路に２メートル以上接道すること」の

規定に該当してございます。 

 続きまして、都市計画策定の経緯と今後の予定でございます。 

 東京都との協議については、平成３０年１０月９日に意見のない旨の協議結

果を得てございます。都市計画法第１７条に基づく公告・縦覧につきましては、

１０月１５日から１０月２９日までの２週間行いまして、意見書の提出はござ

いませんでした。本日の都市計画審議会の議を経て答申をいただき、平成３０

年１１月下旬に変更の告示を行う予定でございます。 

 最後に、生産緑地地区指定の推移について、概略をグラフにしましたので、

ご覧いただきたいと思います。 

 平成３年に生産緑地法の一部改正がありまして、小金井市は平成４年に約８
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４.８２ヘクタールを指定し、その後、追加指定及び買取り申出等による面積の

増減がございまして、今回の変更により約６０.８９ヘクタールになるものでご

ざいます。平成５年度をピークにこの２５年間で約２５.５５ヘクタール減少し

ております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【宇於﨑会長】  ありがとうございました。農地を取り巻く状況が大分、社

会的状況が変わりまして、生産緑地をなるべく減らさないでいこうということ

で条例を定めて面積用途を引き下げて追加指定をなるべく増やそうという方針

のようです。何かご質問等ございましたら、お願いいたします。  

【小林委員】  ご説明ありがとうございます。今日ご説明のあった中で一団

の指定の緩和と３００平方メートルの引き下げということで何件かあったわけ

ですけれども、それでも削除の方が多いので、減らさざるを得ないというとこ

ろですが、一団の指定と面積の緩和で、杉山委員もいらっしゃるので、可能性

として、農業者の方々の意識としてもう少し様子を見ながら指定を追加しよう

というような意識づけみたいなものは現場の状況としてどんなものなのかお伺

いできればと思うんですが。  

【宇於﨑会長】  杉山委員、よろしいですか。  

【杉山委員】  農業者の代表としてお答えしますけれども、もちろん面積は

狭くなってきた。追加ができればそれにこしたことはないという考え方の人も

もちろんいます。ただ、やっぱりなかなか今見たとおり、追加しても、くっつ

いているところならいいんですけれども、離れてしまっているところが、使い

勝手が悪いということでなかなかそれほど積極的にやろうという人は少ないよ

うな気がしています。増える分にはそれはもちろん、それと、税制の問題もあ

りますし、増えたほうがいいんですけれども、なかなか現状では積極的に増や

したいという人はどちらかというと少ないかもしれません。  

【宇於﨑会長】  よろしいですか。  

【小林委員】  はい、ありがとうございます。  

【宇於﨑会長】  ほかにいかがでしょうか。  

【湯沢委員】  事務局にお伺いをいたします。冒頭で生産緑地法の改正につ

いてのご案内がありました。生産緑地地区の指定から３０年を経過した地区に
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ついて１０年延長する特定生産緑地制度が創設されまして、現在説明会等を行

われているということでした。改正生産緑地法の設立とともに平成４年に一斉

に指定をされた方々についてはわかりやすいと思うんですが、その後、追加で

指定をされた農地について３０年を経過する前に所有者に通知を行うですとか、

改めて説明を行うということはされるんでしょうか。３０年も前のことですか

ら、やはり自分の所有する農地がいつ生産緑地の指定を受けたのか正確に覚え

ていないという場合に、１０年延長の申出を失念してしまうような方が今後出

てこないかどうかということを心配していますので、この点についてご案内を

お願いいたします。  

【宇於﨑会長】  事務局お願いします。  

【平野環境政策課長】  生産緑地の所有者への通知ですが、平成６年まで追

加指定というのがございまして、その方々につきましては、まず今週中にそれ

ぞれ個人宛てに通知を行う予定がございます。なので、所有者の方々には漏れ

ないように、通知は徹底してまいりたいと考えております。  

【宇於﨑会長】  平成６年以降も追加はありますよね。それはないんですか。  

【平野環境政策課長】  平成６年以降は平成１３年ぐらいまで期間が空いて

いますので、大分先になってしまいます。  

【宇於﨑会長】  先になったら、そのときにまた対応するということですね。  

【平野環境政策課長】  はい。  

【宇於﨑会長】  よろしいですか、湯沢委員。  

【湯沢委員】  はい、ありがとうございます。  

【宇於﨑会長】  ほかにいかがでしょうか。  

【田頭委員】  先ほどの農業者さんからもやはり今回は指定が緩和されると

いうことで、これまで生産緑地としてはなかなか申請できなかったところも申

請できるようなことにもっと広がっていければいいなという思いの中で、やは

り農業者さんとしては使い勝手が悪いというところで積極的にその申請してい

こうというような気持ちになっているとは言い切れない状況ですかね、そのよ

うな現況をお伝えしていただくといいと思っています。私もその辺をすごくも

ったいないなと心配しているところなんですが、一方で市民の立場からします

と、特に福祉的な利用の方法がもっと広げていけないか、農地を活用して、例
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えば、障害者の方のお仕事をされるような、少し、ちょっとしたお手伝いでも

いいんですけれども、就労という形で農業支援をすることが就労に近づくよう

な、そういった福祉的利用というものも求めているという声も聞かれるところ

です。  

 主としては、今回この法の改正によって面積の緩和だけではなくて、農家レ

ストランですとか、それから、市民に対して、市民農園ですよね、生産、指導

者のいらっしゃらない形でも市民農園として市民が活用させていただくことが

できるようになったと思っています。こういったことをもう少し市としても市

民に対して、あるいは農業者さんに対して連携をつくっていくような、そうい

った考え、方向性というものが今持っておられるのかどうか伺っておきたいと

思います。  

【宇於﨑会長】  市側に質問ということでよろしいですね。  

【田頭委員】  そうです。  

【宇於﨑会長】  では、事務局お願いします。  

【高橋農業委員会事務局長】  今田頭委員でおっしゃられたようなこととい

うのは、特定生産緑地制度のことプラス、この秋に成立いたしました都市農地

の貸借の円滑化に関する法律というものも関連してくるかなと思っております。 

 それで、具体的に現在小金井市で事務を進めている案件はありませんけれど

も、今後、例えば、農業者に対する周知なんかについては毎年行われておりま

す座談会等で、年明けになるんですけれども、各支部を回って座談会というの

を開催しておりまして、その中でも周知をしてまいりたいということもありま

すし、既に法律は施行されておりますので、個別具体的なご相談みたいなこと

というのはちらちらと私どもに相談が来ている状況ではございます。その中に

は田頭委員のおっしゃられたような福祉的な活用とかいうものも実際に事例が

ありますので、まだ詳細なことはこの場で申し上げられませんけれども、今後

そういった形で、まずは農業者に周知というところから入っていけば、新しい

法律ですので、個別具体的な事例が出てくるとイメージがつきやすくなってく

るのかなというふうには感じているところであります。  

【田頭委員】  ありがとうございます。  

 そうしますと、市民としてはそういったご相談をする場所としては、まずは
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市のどこに行けばよろしいんでしょうか。経済課さんに行くのか、あるいは環

境政策課さんに行くのかということが１つと、それから、またもう１点、こう

いった市民が積極的に福祉的な利用ですとか、ご相談をしたいということ、こ

ういう状況を農業者さんとしてはどのように受けとめられるのかなということ

をもし少し伺えるものがあればお伺いしておきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。  

【杉山委員】  今農業ボランティアとか、そういう人たちのお手伝いなんか

もしていただいて、確かに助かっている人もいっぱいいます。案外高齢者の人

もいて、ここで法律変わったんですけれども、なかなかやっぱり維持が大変だ

ということで、貸借という言葉が出ましたけれども、貸借によってそのところ

を上手に生かしていければという考えの農家もいます。ただ、やっぱり貸し借

りについては権利が発生したりしますので、ここは慎重にしていかなきゃいけ

ないと。自分の土地でありながらも上で作物をつくったので、それの権利が発

生して、何か事が起こったときに、そこが自分のもので、使えなくなっちゃう

ということも懸念されますので、農家側としてはある程度まだ慎重に、かなり

慎重なことになっております。  

 その辺の貸借の審査については、やはり農業委員会さんがしっかり見きわめ

ていただいて、これなら大丈夫ということでやっていただかないと我々農家側

もなかなか安易に貸すことはできないと思っています。  

 ですから、何かいいモデルケースでも、今お話ありましたけれども、そうい

うので一つ始まってみてみると、大体いいのかなと、わかりやすくなってくる

かなと思っています。現時点ではまだ具体的なものは出ませんので、まだ慎重

ではありますね。  

【宇於﨑会長】  事務局、引き続きお願いします。  

【高橋農業委員会事務局長】  今相談先のお問い合わせでございました。ま

だ市内部で完全にかためているわけではないんですけれども、手続の流れとか

を見ている限りでは市の経済課にご相談に来ていただけるといいのかなと。あ

とは環境政策課も関連しますので、庁内で環境政策課ともしっかり連携を図り

ながら進めてまいりたいというふうに考えております。  

【田頭委員】  ありがとうございます。  
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【宇於﨑会長】  生産緑地に関しては年に１回しか議題に出てこないので、

ぜひ来年はほんとにいい事例が出てきましたというご報告が欲しいですよね。  

 ちょっと私から聞きたいんですが、削除された２０２番に関して、若干都市

計画道路にかかっているような気がするんですけれども、この部分は市がいた

だいたという状態でよろしいんですか。  

【東山都市整備部長】  定かではないんですが、申し訳ございませんが、こ

の小金井３・１・６号線、これは４５から４９メートルの都市計画道路になっ

ておりまして、計画線としては生産緑地も入っているようなんですけども、ま

だ計画線だけだということなので、こちらについては東京都との調整というの

は終わっていると思うんですけども、その中ではこの形で今回解除という形を

させていただいておりますので、法律上の中では問題がないと思いますけども、

計画線とすれば入っているというふうに認識してございます。  

【宇於﨑会長】  将来拡幅するのに備えてぜひ手当てをしていただきたいな

と思います。  

 今回私１２４番とかすごく驚いて、３００メートル離れているのに追加、こ

ういう追加が出てくると、よくこの条例を制定されたのをご存じだったなと思

ってほんとに驚いた次第なんですけれども、こういう農業者の方がいらっしゃ

ると、また増えていくかもしれないですよね。  

 ほかよろしいでしょうか。ご質疑ないようでしたら、ご質疑を終了すること

になりますけれども、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

【宇於﨑会長】  ご異議ないようですので、質疑を終了いたします。  

 それでは、付議案件について、審議会としての決をとりたいと思います。  

 都市計画審議会条例第７条第３項に「会議の議事は、出席した委員及び案件

に関係する臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による」とあります。採決は挙手により行いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。  

（「異議なし」の声あり）  

【宇於﨑会長】  それでは、議案「小金井都市計画生産緑地地区の変更につ

いて」は案のとおり、異議のない旨、答申することに賛成の方は挙手をお願い
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いたします。  

（挙手、全員賛成） 

【宇於﨑会長】  全員挙手ということですので、それでは、案件については

賛成多数ということで、案のとおり、特段の意見のない旨の答申を審議会とし

て市に出させていただきます。 

 その他、事務局から何かありますか。 

【西川都市計画課長】  今年度につきましては、次回の都市計画審議会にな

りますけれども、平成３１年３月２８日の木曜日に第２回の都市計画審議会を

開催させていただく予定でございます。 

 内容につきましては、案件としまして２つございまして、一団地の住宅施設

の廃止、それに伴う地区計画の決定が１つの案件になりまして、あとは都市計

画公園の変更についての案件になります。 

【宇於﨑会長】  それでは、本日の審議は全て終了いたしました。都市計画

審議会を閉会したいと思います。本日は円滑な審議、どうもありがとうござい

ました。 

 

―― 了 ――  

 

 


